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40年前に施行された 2制度
　1986年（昭和61年） 4月 1日。
この日，日本の社会保障と雇用の
歴史を象徴する 2つの法律が同時
に施行されました。 1つは「男女
雇用機会均等法」，もう 1つは，
基礎年金制度を柱とする「改正年
金法」です。
　前者は「女性も男性と同様に職
場で活躍すべき」とする法律でし
た。後者は国民皆年金の土台とな
る国民年金制度と会社員が “二階
建て” と呼ぶ厚生年金保険制度を
整えた法律でした。その中に第 3
号被保険者「主に会社員の妻とし
て家庭を支える女性」を年金制度
の中で保護する仕組みも組み込ま
れました。
　第 3号被保険者は，20歳以上
60歳未満で，会社員や公務員な
ど第 2号被保険者に扶養される配
偶者が対象です。本人は保険料を
納めず基礎年金を受給できる制度
として整備され，現在も約641万
人が加入しています。うち98％
は女性です。（注：厚生労働省
2024年度調査から）

　今日では「106万円の壁」「130
万円の壁」の文脈で語られること
が多い制度ですが，導入当時の議
論を振り返ると，その頃の制度趣
旨は，専業主婦世帯を優遇するも
のではありませんでした。国民年
金制度が始まった1961年当時は，
会社員の妻は国民年金への加入は
任意で行うことができるとされて
いました。そのため，加入する者，
加入しない者が混在しており，加
入すれば夫の被用者年金に加えて
妻自身の年金も受給でき，一方で
加入していないと離婚した場合や
障害者となった場合には，妻独自
の年金が支給されない仕組みでし
た。この“二重構造”が問題とな
り，第 3号という現在の制度が導
入されたという経緯です。

標準モデルだった専業主婦
1985年の改正により，被用者
年金加入者の被扶養配偶者を第
3号被保険者として強制適用し，
自ら保険料を負担しなくても基礎
年金を保障する仕組みを導入する
ことで一応，問題視された年金制

度の矛盾は解消されました。
　制度創設当初の1986年，第 3
号被保険者は約1,092万人，うち
男性は約 3万人に過ぎず，ほぼす
べてが女性，「会社員の夫と専業
主婦の妻」という世帯モデルが，日
本社会の標準だったといえます。
この第 3号，その後も増加しピー
クの1995年には1,220万人に達し
ています。ちょうど団塊の世代の
子育ての時期と一致しています。
　当時を振り返ると，結婚後も働
き続ける女性が増え，それが当た
り前になってきましたが，出産か
ら子育ての時期に専業主婦になる
ケースが多かったように思いま
す。同時に，日本の労働者分布も
1次産業から 2次産業へシフト
し，勢い第 2号の配偶者として第
3号が増加しました。加えて
1987年の税制改正で配偶者特別
控除枠が導入され，年収130万円
までは第 3号が維持できるように
なりました。1987年の大卒初任
給は14万5,000円程度，最低賃金
は時給497円（東京都）というな
かで130万円は大きな意味を持ち
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ました。これらが第 3号を支えま
した。当時の事情を振り返れば，
第 3号の役割は理解もできます。
　日本という国は明治維新や敗戦
のような急激な外的環境の変化が
ない限りは，世の中の仕組みを一
気に変更するよりも，徐々に小さ
な変化を繰り返すことを好む風土
があるようです。1986年の日本
でも，均等法で「女性よ，男並み
に働け」と言いながら，同時に第
3号として「会社員に扶養される
専業主婦は制度的に保護する」と
いう， 2つの異なるメッセージを
同時に発し，その後は時代の変化
に委ねていたと思えます。
　しかしこの他動的な変化に任せ
るやり方では対応しきれない事態
がすでに起きています。1986年
の法改正から40年後，今，制度
矛盾が表面化し，待ったなしの状
況を迎えています。

問題は制度全体の構造そのもの
　共働き世帯はすでに専業主婦世
帯を大きく上回り，女性就業率も
上昇しました。一方で第 3号制度
は，短時間就労への調整やいわゆ
る「年収の壁」の一因として指摘
されています。人手不足が深刻化
するなか，政府が女性労働力の活
用を掲げるほど，第 3号制度との
整合性は問われざるを得ません。
　とはいえ，第 3号制度を単純に

「時代遅れの優遇制度」と整理す
るだけでは，本質を見誤る危険が
あります。そもそも現在の公的年
金制度自体が，高度経済成長期の
日本型雇用を前提として設計され
た制度であり，自営業者を中心と
した第 1号，終身雇用の会社員を
前提とした第 2号，そして専業主
婦世帯を想定した第 3号という体
系そのものが，いずれも昭和型の
家族モデルや働き方を基礎として
おり，非正規雇用の拡大，共働き
世帯の一般化，単身世帯の増加と
いった現在の社会構造とはマッチ
していません。
　第 1号被保険者には低所得層が
多く，保険料負担能力の問題が以
前から指摘されています。第 2号
についても，短時間労働者への適
用拡大が段階的に進められている
ものの，なお企業規模要件など複
雑な体系が残っています。本来見
直されるべきは，公的年金制度全
体の構造そのものだと思います。

制度再設計に踏み出す時機
　しかしながら，歴代の内閣が手
掛けてきたことは，現行の制度を
温存させたままの小手先の微調整
に終始している感があります。残
業代などはカウントしないという
昨今の政府の年収の壁対策はその
典型だといえます。
　第 3号制度は縮小・廃止の方向

へ進めなければなりませんが，第
3号被保険者の中には，この制度
を前提に人生設計や就労調整を行
ってきた人々が多くいるはずで
す。さらに中高年層には，ここで
第 3号を廃止して人生設計をやり
直せ，というのも国の姿勢が問わ
れるはずです。
　結局，年金受給のための一定の
コスト負担をお願いすることにな
るのですから，年金保険料という
費用負担にどの程度の期間の激変
緩和措置をとり，具体的な負担増
の仕方も含めてどのような長期プ
ランを設計するのかということが
問題になるのだろうと思います。
その際に，今の第 1号年金保険料
未納問題も併せて解決策を検討す
べきだろうと思います。
　幸い，第 3号被保険者数自体は
制度創設時から大きく減少してお
り，制度移行に伴う対象者は将来
的にさらに限定されていくと考え
られます。だからこそ，十分な経
過措置を講じながら，長期的な制
度再設計に着手するタイミングな
のではないかと考えます。
　1986年，日本は「女性が働く
社会」と「専業主婦を保護する社
会」を同時に制度化しました。そ
して現在，日本社会は，その 2つ
の制度思想の矛盾だけでなく，昭
和型社会保障そのものの再設計を
迫られているように思います。
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